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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒状外側部材と、該円筒状外側部材から径方向外方の第１方向、該第１方向と異なる
第２方向並びに該第１方向及び該第２方向に交差する第３方向にそれぞれ突出する第１～
第３管とを有する本体と、
　外周面が前記円筒状外側部材の内周面に対して間隔を有するように前記円筒状外側部材
の内側に配置され、該円筒状外側部材と一方の側の軸方向の端部同士が固定された円柱状
中央部材と、
　前記円筒状外側部材と前記円柱状中央部材との空間においてこれらに対して密接しなが
ら周方向に回転し得るように配置された円筒状回転部材、及び該円筒状回転部材を回転さ
せるためのハンドルを有する回転部とを備え、
　前記第１～第３管は、前記円筒状外側部材に形成された第１～第３開口部をそれぞれ経
由して前記円筒状外側部材の内周面に開口しており、
　前記円柱状中央部材は、前記第１開口部及び前記第３開口部にそれぞれ対峙する位置に
第１流路端部及び第２流路端部を有する第１内部流路と、前記第３開口部及び前記第２開
口部にそれぞれ対峙する位置に第３流路端部及び第４流路端部を有する第２内部流路とを
有し、
　前記円筒状回転部材は、前記円筒状外側部材に対する該円筒状回転部材の回転角度が第
１角度であるときに、前記第１開口部と前記第１流路端部との接続、前記第２開口部と前
記第４流路端部との接続、並びに前記第３開口部と前記第２流路端部及び前記第３流路端
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部との接続をそれぞれ行う第１～第３接続孔を有し、前記回転角度が第２角度であるとき
には前記第１～第３開口部を閉塞するものであることを特徴とする三方活栓。
【請求項２】
　前記第３開口部は、前記第１内部流路の第２流路端部に対峙する第１流路側開口部と、
前記第２内部流路の第３流路端部に対峙する第２流路側開口部とで構成され、
　前記第３接続孔は、前記円筒状回転部材の回転角度が前記第１角度であるときに前記第
１流路側開口部に接続する第１流路側接続孔と、前記第２流路側開口部に接続する第２流
路側接続孔とで構成されることを特徴とする請求項１に記載の三方活栓。
【請求項３】
　前記第１内部流路は、前記第１流路端部から前記円柱状中央部材の径方向内方に進み、
曲折して径方向外方に進んで前記第２流路端部に達するＬ字状の流路で構成され、
　前記第２内部流路は、前記第４流路端部から前記円柱状中央部材の径方向内方に進み、
曲折して径方向外方に進んで前記第３流路端部に達するＬ字状の流路で構成され、
　前記第２流路端部と前記第３流路端部とは、前記円柱状中央部材に設けられた連通部を
経て相互に通じており、
　前記円筒状回転部材の回転角度が第３角度であるとき、前記第１接続孔及び前記第２接
続孔は、それぞれ前記第２開口部と前記第４流路端部との接続及び前記第１開口部と前記
第１流路端部との接続を行うものであることを特徴とする請求項１又は２に記載の三方活
栓。
【請求項４】
　前記第１内部流路及び前記第２内部流路は、前記円柱状中央部材の外周面に設けられた
溝状の流路により構成されることを特徴とする請求項１又は２に記載の三方活栓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３つの管の接続状態を切り替える三方活栓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、静脈麻酔や輸液療法などにおける薬液流路の調整に用いる活栓として、三方に延
びた３つの管の接続状態を切り替える三方活栓が用いられている（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　特許文献１に記載された三方活栓は、側壁に３つの分岐管が設けられた円筒状のボディ
と、このボディの内側に液密にかつ回転自在に嵌着されて分岐管の接続状態を切り替える
ための円柱状のコック本体とを備える。コック本体には、分岐管を接続するＴ字状の連通
路及びハンドルが設けられており、ハンドルでコック本体とともに連通路を回転させるこ
とにより、連通路を介した分岐管の接続状態を任意に切り替えられるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平６－４４５５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１の三方活栓によれば、ボディに設けられた分岐管の開口
部とコック本体に設けられた連通路の端部とを接続するようにしているので、ハンドルを
回転操作した際にコック本体がボディに対して微小に傾くなどして、連通路と分岐管との
接続部分に隙間が生じ、液密性が損なわれるおそれがある。
【０００６】
　本発明の目的は、かかる従来技術の課題に鑑み、液密性を確実に保持することができる
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三方活栓を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１発明に係る三方活栓は、
　円筒状外側部材と、該円筒状外側部材から径方向外方の第１方向、該第１方向と異なる
第２方向並びに該第１方向及び該第２方向に交差する第３方向にそれぞれ突出する第１～
第３管とを有する本体と、
　外周面が前記円筒状外側部材の内周面に対して間隔を有するように前記円筒状外側部材
の内側に配置され、該円筒状外側部材と一方の側の端部同士が固定された円柱状中央部材
と、
　前記円筒状外側部材と前記円柱状中央部材との空間においてこれらに対して密接しなが
ら周方向に回転し得るように配置された円筒状回転部材、及び該円筒状回転部材を回転さ
せるためのハンドルを有する回転部と備え、
　前記第１～第３管は、前記円筒状外側部材に形成された第１～第３開口部をそれぞれ経
由して該円筒状外側部材の内周面に開口しており、
　前記円柱状中央部材は、前記第１開口部及び前記第３開口部にそれぞれ対峙する位置に
第１流路端部及び第２流路端部を有する第１内部流路と、前記第３開口部及び前記第２開
口部にそれぞれ対峙する位置に第３流路端部及び第４流路端部を有する第２内部流路とを
有し、
　前記円筒状回転部材は、前記円筒状外側部材に対する該円筒状回転部材の回転角度が第
１角度であるときに、前記第１開口部と前記第１流路端部との接続、前記第２開口部と前
記第４流路端部との接続、並びに前記第３開口部と前記第２流路端部及び前記第３流路端
部との接続をそれぞれ行う第１～第３接続孔を有し、前記回転角度が第２角度であるとき
には前記第１～第３開口部を閉塞するものであることを特徴とする。
【０００８】
　第１発明において、回転部の円筒状回転部材の回転角度が前記第１角度であるとき、第
１管と第３管とが、円筒状回転部材の第１接続孔、円柱状中央部材の第１内部流路、及び
円筒状回転部材の第３接続孔を経て通じた状態になる。また、このとき、第３管と第２管
とが、円筒状回転部材の第３接続孔、円柱状中央部材の第２内部流路、及び円筒状回転部
材の第２接続孔を経て通じた状態となる。
【０００９】
　この第１～第３管の状態において、第１管に対して、ある薬液を供給し、第３管に別の
薬液を供給することにより、これらの薬液を混合して第２管に送出することができる。ま
た、第３管の入り口側を閉鎖し、第１管に薬液を供給することにより、その薬液を第２管
に送出することができる。
【００１０】
　一方、円筒状回転部材の回転角度が第２角度であるとき、円筒状回転部材によって第１
～第３開口部が閉塞される。これにより、第１～第３管の間の接続が遮断され、三方活栓
を経由した薬液の供給が停止された状態となる。
【００１１】
　ところで、第１発明の三方活栓では、円筒状外側部材と円柱状中央部材とが固定されて
いるので、第１開口部と第１流路端部、第２開口部と第４流路端部、並びに第３開口部と
第２流路端部及び第３流路端部とは常に一定位置で対峙した状態が維持されており、かつ
この対峙した各開口部と流路端部との間を開閉する円筒状回転部材は、円筒状外側部材と
円柱状中央部材との間に挟み込まれて保持されているため、傾きにくいので、液密性を確
実に保持することができる。
【００１２】
　第２発明に係る三方活栓は、第１発明において、
　前記第３開口部は、前記第１内部流路の第２流路端部に対峙する第１流路側開口部と、
前記第２内部流路の第３流路端部に対峙する第２流路側開口部とで構成され、
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　前記第３接続孔は、前記円筒状回転部材の回転角度が第１角度であるときに前記第１流
路側開口部に接続する第１流路側接続孔と、前記第２流路側開口部に接続する第２流路側
接続孔とで構成されることを特徴とする。
【００１３】
　第２発明によれば、円筒状回転部材の回転角度が第１角度であるとき、第１管から円柱
状中央部材の第１内部流路を経て供給される薬液は、第１流路側接続孔及び第１流路側開
口部を経てより確実に第３管内に流入する。また、第３管内に流入した薬液は、第２流路
側接続孔及び第２流路側開口部を経て第３管内から円柱状中央部材の第２内部流路に流出
する。したがって、第３管内にデッドスペースが生じるのを確実に防止することができる
。
【００１４】
　第３発明に係る三方活栓は、第１又は第２発明において、
　前記第１内部流路は、前記第１流路端部から前記円柱状中央部材の径方向内方に進み、
曲折して径方向外方に進んで前記第２流路端部に達するＬ字状の流路で構成され、
　前記第２内部流路は、前記第４流路端部から前記円柱状中央部材の径方向内方に進み、
曲折して径方向外方に進んで前記第３流路端部に達するＬ字状の流路で構成され、
　前記第２流路端部と前記第３流路端部とは、前記円柱状中央部材に設けられた連通部を
経て相互に通じており、
　前記円筒状回転部材の回転角度が第３角度であるとき、前記第１接続孔及び前記第２接
続孔は、それぞれ前記第２開口部と前記第４流路端部との接続及び前記第１開口部と前記
第１流路端部との接続を行うものであることを特徴とする。
【００１５】
　第３発明によれば、円筒状回転部材の回転角度を第３角度に設定することにより、第１
管に供給する薬液を、円柱状中央部材の第１内部流路、連通部、及び第２内部流路を経て
第２管に送ることができる。
【００１６】
　第４発明に係る三方活栓は、第１又は第２発明において、
　前記第１内部流路及び前記第２内部流路は、前記円柱状中央部材の外周面に設けられた
溝状の流路により構成されることを特徴とする。第４発明によっても、第１発明の場合と
同様の効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る三方活栓の分解・組立図である。
【図２】図１の三方活栓の円柱状中央部材の断面図である。
【図３】図１の三方活栓の組立後の正面図である。
【図４】図３の三方活栓のIV－IV線断面図である。
【図５】図４の状態と別の接続状態にある三方活栓の断面図である。
【図６】本発明の変形例に係る三方活栓の円筒状回転部材及び円柱状中央部材の一部を示
す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を用いて本発明の実施形態を説明する。図１に示すように、実施形態の三方
活栓１は、円筒状外側部材２を有する本体３と、円筒状外側部材２の内側に配置され、一
端側が円筒状外側部材２の一端側に固定された円柱状中央部材４と、ハンドル５が設けら
れた回転部６とを備える。
【００１９】
　ハンドル５は、例えば、ポリエチレンを用いて形成することができる。他の部分は、例
えば、ポリカーボネートやポリプロピレンを用いて形成することができる。以下、本体３
からみてハンドル５が存在する方を「上」、その反対の方を「下」として説明する。
【００２０】



(5) JP 6935052 B2 2021.9.15

10

20

30

40

50

　本体３は、円筒状外側部材２から径方向外方の第１方向Ｄ１に突出する第１管７と、第
１方向Ｄ１と反対方向の第２方向Ｄ２に突出する第２管８と、第１方向Ｄ１及び第２方向
Ｄ２に交差する第３方向Ｄ３（図４参照）に突出する第３管９とを有する。なお、三方活
栓１は、第１管７から、又は第１管７及び第３管９の双方から輸液できるＲ型のものであ
る。
【００２１】
　第１管７は、薬液を供給する方向において上流側の導入管を構成する。第２管８は、下
流側の導出管を構成し、第１管７の軸線上に位置する。第３管９は、もう１つの導入管と
しての側管を構成し、第１管７及び第２管８と直角をなす。
【００２２】
　第１管７は、ある薬液を第１管７に供給する管路を接続するための雌側コネクタを形成
している。このコネクタは、ルアーテーパ型のものであってもよい。第３管９は、例えば
、異なる薬液を第３管９に供給する管路やシリンジを接続するための雌側コネクタを形成
している。このコネクタは、ルアーテーパ型のものであってもよい。
【００２３】
　第３管９には、図示していない閉鎖弁を取り付けることができるようになっている。こ
の閉鎖弁は、通常時は閉塞しており、第３管９内にシリンジなどの雄ルアーコネクタを挿
入すると開口し、シリンジなどから薬液を第３管９内に供給し得るようになっている。
【００２４】
　第２管８は、第１管７に供給される薬液、又はこれと第３管９に供給される別の薬液と
が混合されたものを患者などに供給する管路を第３管９に接続するための雄側コネクタを
形成している。このコネクタはルアーテーパ型のものであってもよい。
【００２５】
　円柱状中央部材４は、外周面が円筒状外側部材２の内周面に対して一定の間隔を有する
ように円筒状外側部材２の内側に配置され、下端部が円筒状外側部材２の下端部に固定さ
れる。
【００２６】
　回転部６は、円筒状外側部材２と円柱状中央部材４との間においてこれらに対して密接
しながら周方向に回転し得るように配置された円筒状回転部材１０を有する。回転部６の
ハンドル５は、円筒状回転部材１０を回転させるためのものであり、円筒状回転部材１０
の上端部に設けられる。
【００２７】
　図２に示すように、円柱状中央部材４は、円柱状中央部材４を円筒状外側部材２に固定
するとともに、円筒状回転部材１０の下端部を周方向に回転可能に保持するための円筒部
１１を下端部に有する。円筒部１１の下端は、円柱状中央部材４の下端に固定され、円筒
部１１の内周面は円柱状中央部材４の下端部の外周面を一定の間隔を置いて取り囲んでい
る。
【００２８】
　円筒部１１の内周面には、円柱状中央部材４に嵌合された円筒状回転部材１０が円柱状
中央部材４から上下方向に抜けるのを阻止する環状凸部１２が周方向に沿って設けられる
。図１のように、円筒状回転部材１０の下端部には、この環状凸部１２に対応する環状凹
部１３が設けられる。環状凸部１２及び環状凹部１３は、円筒状回転部材１０の下端部が
円筒部１１の内側に嵌合し得るように、断面が円弧状の形状を有する。
【００２９】
　円筒部１１の上端面には、円筒状外側部材２との周方向の相対回転を阻止するために上
方に突出した凸部１４が設けられる。円筒状外側部材２の下端縁には、円筒部１１の凸部
１４と嵌合して円筒状外側部材２との周方向の相対回転を阻止する凹部１５が設けられる
。
【００３０】
　回転部６におけるハンドル５下側の円筒状回転部材１０の上端部には、本体３の円筒状
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外側部材２を円筒部１１の上端面との間で上下方向に挟む拡径部１６が設けられる。拡径
部１６、円筒状外側部材２及び円筒部１１は、図３に示すように、同様の外径を有する。
【００３１】
　図４に示すように、第１～第３管７～９は、円筒状外側部材２の内周面に開口する第１
～第３開口部１７～１９をそれぞれ有する。円柱状中央部材４は、第１内部流路２０と、
第２内部流路２１とを有する。第１内部流路２０は、第１開口部１７及び第３開口部１９
にそれぞれ対峙する位置に第１流路端部２２及び第２流路端部２３を有する。第２内部流
路２１は、第３開口部１９及び第２開口部１８にそれぞれ対峙する位置に第３流路端部２
４及び第４流路端部２５を有する。
【００３２】
　円筒状回転部材１０は、第１～第３接続孔２６～２８を有する。第１～第３接続孔２６
～２８は、円筒状外側部材２に対する円筒状回転部材１０の所定の回転位置を基準とする
回転角度が第１角度であるとき、次のような接続を行うように構成される。
【００３３】
　すなわち、上記の回転角度が第１角度であるとき、第１接続孔２６は第１開口部１７と
第１内部流路２０の第１流路端部２２とを接続する。このとき、第２接続孔２７は、第２
開口部１８と第２内部流路２１の第４流路端部２５とを接続する。また、このとき、第３
接続孔２８は、第３開口部１９と第１内部流路２０の第２流路端部２３及び第２内部流路
２１の第３流路端部２４とを接続する。
【００３４】
　なお、円筒状回転部材１０の回転角度が第１角度であるとき、ハンドル５を構成するＴ
字状の３つのレバーは、それぞれ上記の第１方向Ｄ１、第２方向Ｄ２及び第３方向Ｄ３の
方向を向いた状態となる。
【００３５】
　また、円筒状回転部材１０は、その回転角度が第２角度であるときには、第１～第３開
口部１７～１９及び第１内部流路２０の第１流路端部２２、第２流路端部２３、第２内部
流路２１の第３流路端部２４、第４流路端部２５を閉塞するように構成される。第２角度
としては、本実施形態では、第１角度を０°とすれば、４５°、１３５°、２２５°及び
３１５°が該当する。
【００３６】
　第３開口部１９は、第１内部流路２０の第２流路端部２３に対峙する第１流路側開口部
２９と、第２内部流路２１の第３流路端部２４に対峙する第２流路側開口部３０とで構成
される。第３接続孔２８は、円筒状回転部材１０の回転角度が第１角度であるときに第１
流路側開口部２９に接続する第１流路側接続孔３１と、第２流路側開口部３０に接続する
第２流路側接続孔３２とで構成される。
【００３７】
　第１内部流路２０は、第１流路端部２２から円柱状中央部材４の径方向内方に進み、曲
折して径方向外方に進んで第２流路端部２３に達するＬ字状の流路で構成される。第２内
部流路２１は、第４流路端部２５から円柱状中央部材４の径方向内方に進み、曲折して径
方向外方に進んで第３流路端部２４に達するＬ字状の流路で構成される。
【００３８】
　第２流路端部２３と第３流路端部２４とは、円柱状中央部材４に設けられた連通部３３
を経て相互に通じている。円筒状回転部材１０の回転角度が第１角度と１８０°異なる第
３角度であるとき、第１接続孔２６は、第２開口部１８と第４流路端部２５とを接続し、
第２接続孔２７は、第１開口部１７と第１流路端部２２とを接続する。ただし、このとき
、第３開口部１９、第２流路端部２３及び第３流路端部２４は、円筒状回転部材１０によ
り閉塞される。
【００３９】
　図１に示すように、円筒状外側部材２の上端部の内周面及び円筒状回転部材１０の上端
部の対応する外周面には、ハンドル５を回転させたときにクリック感を生じさせる凸条３
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４及びこれに対応する凹溝３５が設けられる。凸条３４及び凹溝３５は、円筒状回転部材
１０の回転角度を第１角度に設定するとき、及び第１角度から４５°ずつハンドル５を回
転させる毎にクリック感が生じるように設けられる。
【００４０】
　本実施形態では、凸条３４が円筒状回転部材１０に１本設けられ、凹溝３５が、円筒状
外側部材２に周方向の４５°毎に８本設けられる。なお、クリック感の強度を調整するた
めに、凸条３４を円筒状回転部材１０に複数本設けてもよい。また、凸条３４を円筒状外
側部材２に設け、凹溝３５を円筒状回転部材１０に設けてもよい。
【００４１】
　三方活栓１を組み立てるには、まず、本体３の円筒状外側部材２に回転部６の円筒状回
転部材１０を挿入し、回転部６の拡径部１６を円筒状外側部材２の上端面に当接させる。
この挿入は、円筒状回転部材１０の凸条３４が円筒状外側部材２の凹溝３５に一致するよ
うに行うのが好ましい。この挿入が完了すると、円筒状回転部材１０の環状凹部１３の部
分を含む下端部が円筒状外側部材２の下端から突出した状態となる。
【００４２】
　次に、円筒状回転部材１０に円柱状中央部材４を挿入し、円筒状回転部材１０の下端部
に、円柱状中央部材４の円筒部１１を嵌合させる。また、これと同時に、円筒状外側部材
２の下端面に円筒部１１の上端面を当接させる。このとき、円筒状外側部材２の凹部１５
に円筒部１１の凸部１４が嵌合するように円筒状外側部材２に対する円筒部１１の周方向
の位置が調整される。
【００４３】
　これにより、本体３の円筒状外側部材２が回転部６の拡径部１６と円柱状中央部材４の
円筒部１１との間に挟まれた状態で、円筒状回転部材１０の環状凹部１３が円筒部１１の
環状凸部１２に嵌合して回転部６と円柱状中央部材４とが上下方向に固定された状態とな
る。
【００４４】
　また、円筒状外側部材２及び円柱状中央部材４は、周方向について相互に固定され、円
筒状回転部材１０は、円筒状外側部材２及び円柱状中央部材４に対する周方向の回転が許
容された状態となる。円筒状外側部材２、円筒状回転部材１０及び円柱状中央部材４の相
互に接触する内周面と外周面との間は、必要とされる程度の気密性・液密性が確保された
状態となる。これにより、図３に示すような三方活栓１の組立が完了する。
【００４５】
　三方活栓１を用い、２種類の薬液を混合させて輸液を行う場合には、例えば、輸液バッ
グ等に接続された可撓性管路が第１管７に接続される。第３管９には、閉鎖弁が設けられ
ており、閉鎖弁を介してシリンジが挿入される。第２管８には、患者の静脈に留置された
留置針に接続された可撓性管路が接続される。
【００４６】
　また、ハンドル５により、円筒状回転部材１０の回転角度が、図４で示される第１角度
に設定される。これにより、第１管７と第３管９とが、円筒状回転部材１０の第１接続孔
２６、円柱状中央部材４の第１内部流路２０、及び円筒状回転部材１０の第３接続孔２８
を経て、相互に通じた状態になる。また、第３管９と第２管８とが、円筒状回転部材１０
の第３接続孔２８、円柱状中央部材４の第２内部流路２１、及び円筒状回転部材１０の第
２接続孔２７を経て、相互に通じた状態となる。
【００４７】
　この状態において、第１管７に対し、可撓性管路を介して点滴等の第１薬液が供給され
る。また、第３管９には、シリンジ内の別の第２薬液が供給される。
【００４８】
　第１管７に供給された第１薬液は、第１接続孔２６、第１内部流路２０及び第１流路側
接続孔３１を経て第３管９内に流入し、さらに第３管９から第２流路側接続孔３２及び第
２内部流路２１経て、第２管８に送出される。また、第３管９に供給された第２薬液は、
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第３管９に流入する第１薬液と混合し、第２流路側接続孔３２及び第２内部流路２１経て
第２管８に送出され、患者の静脈に投入される。
【００４９】
　その後、シリンジ内の第２薬液が無くなったことに応じてシリンジが第３管９から引き
抜かれた場合には、第３管９が閉鎖弁によって閉鎖された状態となる。この状態になると
第１管７に供給される第１薬液のみが、上記と同様に、第１接続孔２６、第１内部流路２
０及び第１流路側接続孔３１を経て第３管９内に流入し、さらに第３管９から第２流路側
接続孔３２及び第２内部流路２１経て、第２管８に供給される。
【００５０】
　このとき、第３管９内に流入する第１薬液は、第３管９内をフラッシングしてから、第
２管８に送られる。このため、第３管９内にデッドスペースが生じてシリンジから供給さ
れていた第２薬液が滞留したままになることはない。
【００５１】
　したがって、その後、再度、シリンジを第３管９に挿入して閉鎖弁を押し開き、シリン
ジからさらに別の第３薬液を供給する場合には、第３管９内に第２薬液が滞留しているこ
とは無いので、第２薬液による影響なく、第３薬液を第１薬液に混合させて供給される。
【００５２】
　一方、第１薬液のみを患者に投与する場合には、円筒状回転部材１０の回転角度を図４
の第１角度から、これとは１８０°異なる図５の第３角度に設定して第１薬液の投与を行
うことができる。
【００５３】
　円筒状回転部材１０の回転角度が第３角度に設定されると、図５に示すように、第１接
続孔２６が第２開口部１８と第４流路端部２５とを接続し、第２接続孔２７が第１開口部
１７と第１流路端部２２とを接続し、第３開口部１９、第２流路端部２３及び第３流路端
部２４が円筒状回転部材１０により閉塞された状態となる。
【００５４】
　この状態で、第１管７に第１薬液を供給すると、第１薬液は、円筒状回転部材１０の第
２接続孔２７、第１内部流路２０、連通部３３、第２内部流路２１及び第１接続孔２６を
この順で経て第２管８に送出される。
【００５５】
　その後、第２薬液を第１薬液に混合させて患者に投与する必要が生じた場合には、第３
管９に閉鎖弁を取り付け、円筒状回転部材１０の回転角度を第１角度に設定し、第２薬液
を充填したシリンジを、閉鎖弁を押し開きながら第３管９に挿入することにより、上述と
同様にして、第２薬液を第１薬液に混合させて患者に投与することができる。
【００５６】
　このように、円筒状回転部材１０の回転角度を第１角度と第３角度との間で切り替えて
も、薬液の流れるルートは第１角度及び第２角のいずれの場合も第１内部流路２０及び第
２内部流路２１で構成される。このため、少なくとも、円筒状回転部材１０の第１内部流
路２０及び第２内部流路２１内に薬液が滞留するデッドスペースが生じることは無い。
【００５７】
　なお、三方活栓１を介した薬液の供給を停止する場合には、円筒状回転部材１０の回転
角度を、上述の第２角度に設定すればよい。
【００５８】
　以上のように、本実施形態によれば、円筒状回転部材１０の回転角度を第１～第３角度
の間で切り替える場合でも、円筒状外側部材２と円柱状中央部材４とが常に固定されてい
るので、第１開口部１７と第１流路端部２２、第２開口部１８と第４流路端部２５、並び
に第３開口部１９と第２流路端部２３及び第３流路端部２４とは常に一定位置で対峙した
状態を維持する。そして、これらの対峙した各開口部と流路端部との間を開閉する円筒状
回転部材１０は、円筒状外側部材２と円柱状中央部材４との間に挟み込まれて保持されて
いるため、傾きにくいので、液密性を確実に保持することができる。
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　また、第３開口部１９は、第１流路側開口部２９と、第２流路側開口部３０とで構成さ
れ、第３接続孔２８は、第１流路側接続孔３１と第２流路側接続孔３２とで構成される。
このため、円筒状回転部材１０の回転角度が第１角度であるとき、薬液は確実に第３管９
内に流入する。したがって、第３管９内にデッドスペースが生じるのを確実に防止するこ
とができる。
【００６０】
　また、円柱状中央部材４が連通部３３を有するので、円筒状回転部材１０の回転角度が
第３角度に設定されている場合、第１管７に供給する薬液を、円柱状中央部材４の第１内
部流路２０、連通部３３、及び第２内部流路２１を経て第２管に送ることができる。
【００６１】
　以上本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、図
６に示すように、円柱状中央部材４ｂの第１内部流路２０ｂ及び第２内部流路２１ｂは、
円柱状中央部材４ｂの外周面に設けられた溝状の流路により構成してもよい。
【００６２】
　この場合、円筒状回転部材１０ｂの回転角度が第１回転角度であるとき、第１内部流路
２０ｂの第２流路端部２３ｂと第２内部流路２１ｂの第３流路端部２４ｂとは、回転部６
ｂの円筒状回転部材１０ｂの第３接続孔２８ｂを経て相互に通じていてもよい。また、第
２流路端部２３ｂと第３流路端部２４ｂとは円筒状回転部材１０ｂの軸線方向に離れてい
てもよい。
【００６３】
　また、第３開口部１９及び第３接続孔２８のいずれか一方又は双方は、１つの孔で構成
してもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　１…三方活栓、２…円筒状外側部材、３…本体、４、４ｂ…円柱状中央部材、５…ハン
ドル、６、６ｂ…回転部、７…第１管、８…第２管、９…第３管、１０、１０ｂ…円筒状
回転部材、１１…円筒部、１２…環状凸部、１３…環状凹部、１４…凸部、１５…凹部、
１６…拡径部、１７…第１開口部、１８…第２開口部、１９…第３開口部、２０、２０ｂ
…第１内部流路、２１、２１ｂ…第２内部流路、２２…第１流路端部、２３、２３ｂ…第
２流路端部、２４、２４ｂ…第３流路端部、２５…第４流路端部、２６、２６ｂ…第１接
続孔、２７、２７ｂ…第２接続孔、２８…第３接続孔、２９…第１流路側開口部、３０…
第２流路側開口部、３１…第１流路側接続孔、３２…第２流路側接続孔、３３…連通部、
３４…凸条、３５…凹溝。
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